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NEWS RELEASE NEWS RELEASE 
24-D-1393 

2024 年 12 月 17 日 

 

株式会社日本格付研究所（JCR）は、以下のとおりサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価の 

レビュー結果を公表します。 

森永製菓株式会社 

サステナブルファイナンス・フレームワーク 据 置  

 

 

発行体／借入人 森永製菓株式会社（証券コード：2201） 

評価対象 
森永製菓株式会社 

サステナブルファイナンス・フレームワーク 

 

評価 の概 要  

▶▶▶1.  森永製菓株式会社の概要 

森永製菓は、1899 年創業と、120 年以上の歴史を持つ菓子食品メーカーであり、長い歴史の中で
生み出してきたロングセラー商品を多数有している。代表的なブランドは、菓子食品部門では「ミ
ルクキャラメル」「森永ビスケット」「ハイチュウ」「ダース」「小枝」「チョコボール」「おっ
とっと」、冷菓部門では「チョコモナカジャンボ」、健康部門ではゼリー飲料の「ｉｎゼリー」な
どがある。 
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2024 年 3 月期のセグメント別売上高構成比は、食料品製造 95.5％、食料卸売 3.2％、不動産及び
サービス 0.9％、その他 0.3％となっている。食料品製造が利益の中心であるが、他のセグメントも
小規模ながらも業績は安定している。 

海外展開にも積極的に取り組んでおり、米国では「HI-CHEW」の拡販を進めているほか、ゼリー
飲料「Chargel」の拡販を進めている。 

▶▶▶2.  サステナブルファイナンス・フレームワークについて 

森永製菓では、2021 年 5 月に 2030 年に向けた長期経営計画である「2030 経営計画」を策定し、
そのなかで「森永製菓グループは、2030 年にウェルネスカンパニーへ生まれ変わります」という
2030 ビジョンを掲げて、「心の健康」、「体の健康」及び「環境の健康」の 3 つを掲げて取り組み
を行っている。 

森永製菓では、その取り組みの一つとして、サステナブルファイナンスによる資金調達を行って
おり、2022 年にサステナブルファイナンス・フレームワーク（本フレームワーク）を策定している。
JCR では、2022 年の本フレームワーク策定時に、本フレームワークが「グリーンボンド原則（2021
年版）」、「グリーンローン原則（2021 年版）」、「ソーシャルボンド原則（2021 年版）」、「ソ
ーシャルローン原則（2021 年版）」「サステナビリティボンド・ガイドライン（2021 年版）」及
び「グリーンボンドガイドライン（2022 年版）」、「グリーンローンガイドライン（2022 年版）」
及び「ソーシャルボンドガイドライン」に適合しているか否かの評価を行った。 

これらの原則等は、それぞれ国際資本市場協会（ICMA）、ローンマーケット協会（LMA）、アジ
ア太平洋ローンマーケット協会（APLMA）、ローンシンジケーション＆トレーディング協会（LSTA）、
環境省及び金融庁が自主的に公表している原則またはガイドラインであり規制ではないため、いか
なる拘束力を持つものでもないが、国内外の統一された基準として当該原則及びガイドラインとし
て JCR では評価を行った。 

その結果、森永製菓では、サステナブルファイナンスによって調達した資金を、あらかじめ定め
た適格クライテリアを満たすグリーンプロジェクト及び/またはソーシャルプロジェクトに対する
ファイナンスまたはリファイナンスに充当する予定であることを確認している。JCR は、資金使途
の対象はいずれも環境改善効果及び/または社会的便益があると評価した。また、本フレームワーク
において資金使途の対象となるプロジェクトは、経営陣及び専門的な知見を有する部署が関与した
上で選定されていること、資金管理方法は明確に定められ、適切に管理されることが予定されてい
ること、レポーティングに関し必要な事項について開示予定であることなどから、JCR は本フレー
ムワークのもとで発行されるサステナブルファイナンスの管理・運営体制が確立され透明性も高い
こと、加えて森永製菓の経営陣がサステナビリティを重要度の高い優先課題として位置付けている
ことについて確認し、2022 年 11 月に本フレームワークに対して、サステナビリティファイナンス・
フレームワーク評価 SU1（F）を付与した。 

今般、JCR では、本フレームワークについてレビューを行い、フレームワークの内容について変
更がないことを確認した。 
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また、本フレームワークに基づいて発行された債券のレポーティング内容について、フレームワ
ークに記載された内容を満たしていることを確認した。 

以上のレビューの結果、本フレームワークについて、JCR サステナビリティファイナンス評価手
法に基づき「グリーン性・ソーシャル性評価（資金使途）」を“gs1(F)”、「管理・運営・透明性評価」
を“m1(F)”とし、「JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」を“SU 1(F)”とした。
また、本フレームワークは、「グリーンボンド原則1」、「グリーンローン原則2」、「ソーシャルボ
ンド原則3」、「ソーシャルローン原則4」、「サステナビリティボンド・ガイドライン5」、「グリ
ーンボンドガイドライン6」、「グリーンローンガイドライン7」及び「ソーシャルボンドガイドライ
ン8」において求められる項目について基準を満たしていると考えられる。 

  

—————————————— 

1 ICMA  (International Capital Market Association) Green Bond Principles 2021  
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf 
2 LMA, APLMA, LSTA Green Loan Principles 2023 
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/ 
3 ICMA Social Bond Principles 2023 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Social-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf 
4 LMA, APLMA, LSTA Social Loan Principles 2023 
https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/ 
5 サステナビリティボンド・ガイドライン 2021 年版  
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Sustainability-Bond-Guidelines-June-2021-

140621.pdf 
6 環境省 グリーンボンドガイドライン 2024 年版    
https://www.env.go.jp/content/000264120.pdf 
7 環境省 グリーンローンガイドライン 2024 年版    
https://www.env.go.jp/content/000264120.pdf 
8 金融庁 ソーシャルボンドガイドライン 
https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211026-2/01.pdf 
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目次  

■レビュー事項 

 

■レビュー内容 

1. 調達資金の使途（適格クライテリア） 

2. 資金使途の選定基準とプロセス 

3. 調達資金の管理 

4. レポーティング 

5. 組織のサステナビリティへの取り組み 

 

■レビュー結果（結論） 
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レビュー事 項  

本項では、フレームワークのレビューにおいて確認すべき項目を記載する。レビューでは前回評
価時点と比較して、内容が変化している項目について重点的に確認を行う。  

1. 調達資金の使途（適格クライテリア） 

サステナビリティファイナンスの適格クライテリアの分類や資金使途について、サステナビリテ
ィファイナンス・フレームワーク評価付与時点において発行体/借入人が定めた方法から変更はな
いか。 

2. 資金使途の選定基準とプロセス 

サステナビリティファイナンスを通じて実現しようとする目標、サステナビリティプロジェクト
の選定基準とそのプロセスの妥当性及び一連のプロセスについて、本フレームワーク評価付与時点
から変更はないか。 

3. 調達資金の管理 

サステナビリティファイナンスによって調達された資金が、確実にサステナビリティプロジェク
トに充当され、その充当状況が容易に追跡管理できるような仕組みと内部体制が引き続き適切に整
備されているか。  

4. レポーティング 

サステナビリティファイナンスによって調達された資金を充当したサステナビリティプロジェ
クトからもたらされた環境改善効果及び社会的便益が、本フレームワーク評価付与時点において発
行体/借入人が定めた方法で適切に算定されているか。  

5. 組織のサステナビリティへの取り組み 

発行体/借入人の経営陣がサステナビリティについて、引き続き経営の優先度の高い重要課題と
位置付けているか。 
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 レビュー内 容  

 
1. 調達資金の使途（適格クライテリア） 

森永製菓は、本フレームワークにおいて調達資金の使途を以下の通り定めている。 

資金使途にかかる本フレームワーク（抜粋） 

2.1 調達資金の使途 

本フレームワークに基づいて調達された資金は、以下の環境改善効果または社会課題の解決に
資することが確認された適格事業区分に該当するプロジェクト（「適格プロジェクト」）への新規
投資及びリファイナンスに充当する予定です。リファイナンスに充当する場合は、サステナブル
ファイナンス実行から遡って過去 36 か月以内に実施した支出に限ります。 

実行するファイナンスに応じて、以下のプロジェクトへの資金充当を行います。 

グリーンファイナンス：グリーンプロジェクト 

ソーシャルファイナンス：ソーシャルプロジェクト 

サステナビリティファイナンス：グリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェクト 

 
2.1.1 適格クライテリア 

適格事業区分 適格プロジェクト SDGs との整合性 
グリーンプロジェクト 
GBP： 
グリーンビルディング／省エ
ネルギー 
環境目的：気候変動の緩和 

 
GLP： 
グリーンビルディング／省エ
ネルギー 
環境目的：気候変動問題への対
処 

以下のいずれかの第三者認証を取得又は更
新した建物、もしくは将来取得又は更新予定
の建物に対する開発、建設、内装・設備の工
事、改修、取得にかかる費用 
· ZEB 認証：ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready ま

たは ZEB Oriented 
· DBJ Green Building 認証：5 つ星、4 つ星ま

たは 3 つ星 
· CASBEE 評価認証：S ランク、 A ランク

または B+ランク 
· BELS 認証：5 つ星、4 つ星または 3 つ星 
· LEED 認証：Platinum、Gold または Silver 

7.エネルギーをみんな
に そしてクリーンに 
9.産業と技術革新の基
礎をつくろう 
11.住み続けられるま
ちづくりを 
13.気候変動に具体的
な対策を 

ソーシャルプロジェクト 
SBP／SLP： 
手ごろな価格の基本的インフ
ラ整備 

災害発生時における避難場所の設置 
· 地域企業・住民を含む帰宅困難者の受入ス

ペースの設置 
· 防災用品の備蓄倉庫の設置 

3.すべての人に健康と
福祉を 
11.住み続けられるま
ちづくりを 

SBP／SLP： 
社会経済的向上・エンパワーメ
ント 

ダイバーシティ推進のための各種施策 
· 高齢者・障がい者等の利便性を考慮したバ

リアフリー設備（スロープ、多目的トイレ）
の設置 

· ジェンダーマイノリティの人向けの SOGI
トイレの設置 

· 働く女性のためのエンゼルルームの設置 

3．すべての人に健康
と福祉を 
5.ジェンダー平等を実
現しよう 
10．人や国の不平等を
なくそう 
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· 人材のダイバーシティを支えるための祈
祷室の設置 

 

本フレームワークにおけるソーシャルプロジェクトは、以下の通り、社会課題の解決に資するもので
あり、「対象となる人々」に対してポジティブな社会的な効果が期待されると考えています。 

適格プロジェクト 対象となる人々 社会課題 
災害発生時における避難場所
の設置 
· 地域企業・住民を含む帰宅困

難者の受入スペースの設置 
· 防災用品の備蓄倉庫の設置 

· 自然災害の罹災者等 
· 地域企業・住民 

持続可能で強靭な国土
（防災・減災対策） 

ダイバーシティ推進のための
各種施策 
· 高齢者・障がい者等の利便性

を考慮したバリアフリー設
備（スロープ、多目的トイレ）
の設置 

· ジェンダーマイノリティの
人向けの SOGI トイレの設置 

· 働く女性のためのエンゼル
ルームの設置 

· 人材のダイバーシティを支
えるための祈祷室の設置 

· 高齢者及び障がい者 
· 性的及びジェンダーマイノリティの人 
· 働く女性 
· 礼拝等を行う人 
· 地域住民 

バリアフリー、ジェン
ダーフリー、ダイバー
シティの推進 

 
2.1.2. 除外クライテリア 

本フレームワークに基づいて調達された資金は、下記に関連するプロジェクトには充当しません。 
 所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係 
 人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引 

【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載された調達資金及び適格クライテリア
について妥当と評価している。今次レビューにあたり、JCR では森永製菓に確認を行い、前回評価
からの内容の変更はないことを確認した。 

なお、本フレームワークは、2022 年 12 月 8 日発行の森永製菓株式会社第 15 回無担保社債（社
債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）の適格性についてのみ使用されている。従っ
て、適切であると評価している。 

JCR と森永製菓は、今後本フレームワークに基づいて資金調達を行う際には、あらためてグリー
ンビルディングの適格クライテリアを含め、JCR のレビューを受けることも併せて確認している。 
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2. 資金使途の選定基準とプロセス 

森永製菓は、本フレームワークにおいて資金使途の選定基準とプロセスを以下の通り定めている。 

資金使途の選定基準とプロセスにかかる本フレームワーク（抜粋） 

2.2 プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

本フレームワークに基づくサステナブルファイナンスの資金使途とする適格プロジェクトは、
経理部、サステナブル経営推進部及び関係各部との協議及び、ESG 委員会の審議を経て取締役会
が最終決定します。各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、潜在的にネガティブな環境面・
社会面の影響に配慮しているものであり、以下の項目について対応していることを確認していま
す。 

- 国もしくは事業実施の所在地の地方自治体において求められる環境関連法令等の遵守と、必
要に応じた環境への影響調査の実施 

- 事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施 

【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載された資金使途の制定基準及びプロセ
スについて妥当と評価している。今次レビューにあたり、JCR では森永製菓に確認を行い、前回評
価からの内容の変更はないことを確認した。  
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3. 調達資金の管理 

森永製菓は、本フレームワークにおいて調達資金の管理を以下の通り定めている。 

調達資金の管理にかかる本フレームワーク（抜粋） 

2.3 調達資金の管理 

本フレームワークに基づいて調達した資金は、全額が充当されるまで年次で、経理部が内部管
理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。調達資金はサステナブルファイナンス実
行から 36 か月以内に適格プロジェクトへ充当予定です。また、サステナブルファイナンスの調達
資金の全額が充当されるまでの間は、現金または現金同等物にて管理されます。 

なお、資金充当完了後も、資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象の発
生や売却が生じた場合、当該事象及び未充当金の発生状況に関し、ウェブサイト等で速やかに開
示を行います。 

【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載された資金管理の妥当性及び透明性に
ついて妥当と評価している。今次レビューにあたり、JCR では森永製菓に確認を行い、前回評価か
らの内容の変更はないことを確認した。  
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4. レポーティング 

森永製菓は、本フレームワークにおいてレポーティングの内容を以下の通り定めている。 

レポーティングにかかる本フレームワーク（抜粋） 

2.4 レポーティング 

2.4.1 資金充当状況レポーティング 

当社は、適格プロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、資金の充当状況を年次で以下の
項目をウェブサイト等で公表します。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要
な事象が生じた場合は、適時に開示します。 

- 調達資金を充当した適格プロジェクトのリストとその概要（進捗状況を含む） 

- 充当金額 

- 未充当金の残高及び充当予定時期 

- 調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額または割合 

 

2.4.2 インパクトレポーティング 

当社は、本フレームワークに基づいて調達された資金が全額充当されるまでの間、適格プロジ
ェクト毎に、プロジェクト概要及び以下の指標を、実務上可能な範囲でウェブサイト等にてレポ
ーティングします。 

【グリーンプロジェクト】 

適格プロジェクト レポーティング項目 

グリーンビルディング／省エネルギー - 第三者認証の取得状況 

- CO2 排出量の削減量（t-CO2） 

 

 

【ソーシャルプロジェクト】 

適格プロジェクト アウトプット アウトカム インパクト 

災害発生時における
避難場所の設置 

· 地域企業・住民を含
む 帰 宅 困 難 者 の 受
入スペースの設置 

· 帰宅困難者の受入ス
ペースの設置 

· 防災用備蓄倉庫の設
置 

· 帰宅困難者の受入可
能人数 

· 防災用備蓄倉庫の備
蓄量 

自然災害に強い持続
可能な社会の実現 
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· 防 災 用 品 の 備 蓄 倉
庫の設置 

ダイバーシティ推進
のための各種施策 

· 高齢者・障がい者等
の 利 便 性 を 考 慮 し
た バ リ ア フ リ ー 設
備（スロープ、多目
的トイレ）の設置 

· ジ ェ ン ダ ー マ イ ノ
リ テ ィ の 人 向 け の
SOGI トイレの設置 

· 働 く 女 性 の た め の
エ ン ゼ ル ル ー ム の
設置 

· 人 材 の ダ イ バ ー シ
テ ィ を 支 え る た め
の祈祷室の設置 

· バリアフリー設備の
設置 

· ジェンダーマイノリ
ティの人向けの設備
の設置 

· 働く女性のためのエ
ンゼルルームの設置 

· 人材のダイバーシテ
ィを支えるための祈
祷室の設置 

· スロープ、多目的ト
イレの設置数 

· SOGI トイレの設置数 

· エンゼルルームの設
置数 

· 祈祷室の設置数 

バリアフリー、ジェ
ンダーフリーの推
進・多様性を尊重す
る共生社会の実現 

 

【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載されたレポーティングについて妥当と
評価している。今次レビューにあたり、JCR では森永製菓に確認を行い、前回評価からの内容の変
更はないことを確認した。 

 

 

資金充当状況レポーティングの内容 

JCR では、森永製菓が本フレームワークに基づいて発行した債券（森永製菓株式会社第 15 回無担
保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド））の資金充当状況に係るレポーテ
ィングを確認して、資金充当の対象である森永芝浦ビルについて、竣工及び稼働開始されているこ
とを確認した。また、その他 3 項目についても満たされていることを下記のとおり確認し、適切と
判断した。 

森永芝浦ビルの竣工・稼働開始時期：2024 年 3 月（竣工、稼働開始） 
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プロジェクト名 調達金額（百万円） 
充当金額（百万円） 

（内、リファイナンス概算額） 

未充当金額 

（百万円） 

（充当予定時期） 

森永芝浦ビル9の建替

え費用 
8,945 

8,94510 

（0） 
0 

表 1：森永製菓 資金充当状況レポーティング11  

インパクトレポーティングの内容 

JCR では、森永製菓が本フレームワークに基づいて発行した債券（森永製菓株式会社第 15 回無担
保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド））のインパクトレポーティング内
容について確認を行い、当初レポーティング予定の内容が満たされていることを確認し、適切と判
断した。 

【グリーンプロジェクト】 

適格プロジェクト レポーティング項目 

グリーンビルディング／ 

省エネルギー 

• 第三者認証の取得状況：「ZEB Ready」認証 

• CO2 排出量削減量：約 386（t-CO2）（理論値12） 

※なお、森永芝浦ビルでは通常使用するエネルギーは電力のみで、その供給

源として再エネ由来電力プランを導入しており、実質的な CO2 排出量はゼロ

です。 

 

 

 

 

 

—————————————— 

9 サステナビリティボンド発行時は「（仮称）森永製菓芝浦ビル」としていたが、今般名称が決定したため変更 
10 2024 年 6 月に全額充当済 
11 出典：森永製菓 レポーティング資料 
12 森永芝浦ビルの実質的な CO2 排出量は 0 であるものの当該ビルの省エネ性能を示すため、環境省が公表する使用電力会社

の調整後排出係数（令和 6 年）及び一次エネルギー消費量の基準値と設計値を使用して、CO2 排出量削減量を算定 
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【ソーシャルプロジェクト】 

適格プロジェクト アウトプット アウトカム インパクト 

災害発生時における避難

場所の設置 

• 地域企業・住民を含む

帰宅困難者の受入スペ

ースの設置 

• 防災用品の備蓄倉庫の

設置 

• 帰宅困難者の受入スペ

ースの設置 

• 防災用備蓄倉庫の設置 

• 帰宅困難者の受入可能

人数（186 人） 

• 防災用備蓄倉庫の備蓄

量（最低 3 日間分） 

自然災害に強い持続可

能な社会の実現 

ダイバーシティ推進のた

めの各種施策 

• 高齢者・障がい者等の

利便性を考慮したバリ

アフリー設備（スロー

プ、多目的トイレ）の

設置 

• ジェンダーマイノリテ

ィの人向けの SOGI ト

イレの設置 

• 働く女性のためのエン

ゼルルームの設置 

• 人材のダイバーシティ

を支えるための祈祷室

の設置 

• バリアフリー設備の設

置 

• ジェンダーマイノリテ

ィの人向けの設備の設

置 

• 働く女性のためのエン

ゼルルームの設置 

• 人材のダイバーシティ

を支えるための祈祷室

の設置 

• スロープ（各所に設

置）、多目的トイレの

設置数（7 箇所） 

• SOGI トイレの設置数

（3 箇所） 

• エンゼルルームの設置

数（1 箇所） 

• 祈祷室の設置数（1 箇

所） 

バリアフリー、ジェン

ダーフリーの推進・多

様性を尊重する共生社

会の実現 

表 2：森永製菓 インパクトレポーティング13  

  

—————————————— 

13 出典：森永製菓 レポーティング資料 
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5. 組織のサステナビリティへの取り組み 

森永製菓では、2021 年に、企業理念、2030 ビジョン及びマテリアリティという森永製菓の重要
な企業方針を策定している。企業理念については、「わたしたちの使命（パーパス）」を定め、パ
ーパスを簡潔に表すメッセージとして、「おいしく たのしく すこやかに」というコーポレート
メッセージを掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：森永製菓 企業理念14  

 

また、森永製菓では、2021 年 5 月に 2030 年に向けた長期経営計画である「2030 経営計画」を作
成し、「森永製菓グループは 2030 年にウェルネスカンパニーへ生まれ変わります」という 2030 ビ
ジョンを掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————— 

14 出典：森永製菓 ウェブサイト https://www.morinaga.co.jp/company/about/vision.html 
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図 2：森永製菓 「2030 経営計画」の全体像15  

また、森永製菓グループは、「世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の
笑顔を未来につなぎます」というパーパスの実現を掲げている。 

上記のパーパス及び 2030 ビジョンの実現に向け、森永製菓では、2024 年に従来特定していたマ
テリアリティを見直し、新たにマテリアリティの特定を行っている。マテリアリティの見直しは、
新型コロナウイルス感染症の流行、地政学リスクの顕在化、原材料やエネルギー等の資源価格高騰、
生成 AI の台頭等の外部要因、及び海外事業の拡大、成長投資（広告・R&D・DX 投資）の増加等の
内部要因という内外の環境変化であることをヒアリングにおいて確認している。 

マテリアリティの見直しに当たっては、取り組みテーマの重要度について森永製菓社内外の評価
結果を点数化し、マトリックスを作成している。それを元に役員を含めて十分に議論を行い、両方
の軸において、評価点数が高かったこれらのテーマについて、「特に重要度が高い取り組みテーマ」
として分類している。 

前回のマテリアリティからの変更に関して、「コーポレート・ガバナンスの強化」「リスクマネ
ジメントの強化」及び「人権の尊重」が上記「特に重要度が高い取り組みテーマ」として追加され
ている。森永製菓において、前回のマテリアリティ特定時より、企業価値の維持・向上のための必
要度が上昇したことや、パーパスの実現のために必要な項目として追加したことを確認している。 

また、「健康経営の推進」、「持続可能な水資源の利用」及び「自然資本・生物多様性の維持と
保全」の項目は、重要度の高い取り組みテーマとして新たに特定されている。これは、労働市場の
変化や、森永製菓の製品に必要な原料の調達に不可欠な自然環境の維持の重要性に鑑みて森永製菓
において注力すべきテーマに加えられたことを確認している。 

—————————————— 

15 出典：森永製菓 ウェブサイト https://www.morinaga.co.jp/company/ir/policy/strategy.html 
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図 3：森永製菓 マテリアリティ及び重要度マトリックス16  

サステナブル経営推進部は、サステナブル経営に関わる企画立案や推進全般、ESG に関する情報
開示等を行っている企画グループ及び全社環境目標の設定と推進を行っている環境推進グループ
から構成されている。サステナブル経営推進部は、ESG 委員会の事務局や、サステナビリティに関
する専門的な知見を有する社外有識者から構成されるサステナビリティ・アドバイザリーボードの
窓口を務めているほか、本フレームワークの適格クライテリアの策定など、全社的な ESG に関する
取り組みを統括している。 

また、ESG 委員会は、5 つの分科会を有しており、それぞれ管掌する取締役を委員長とし、それ
ぞれのテーマに沿ったメンバーにより討議が行われている。 

 

 

 

 

 

 

森永製菓では、2022 年 4 月に気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に賛同し、
TCFD コンソーシアムに加入したほか、自社事業が自然資本の基に成り立っており、自然資本・生

—————————————— 

16 出典：森永製菓 ウェブサイト https://www.morinaga.co.jp/company/sustainability/materiality/ 

（ESG 委員会傘下の分科会） 

①心の健康分科会 
②サステナブル調達分科会 
③環境分科会 
④TCFD・TNFD 分科会 
⑤人権分科会 
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物多様性の維持と保全が、企業活動を行っていくうえで重要な取り組みであると考え、2023 年 8 月
には、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）フォーラムへの参加、賛同を行っている。な
お、気候変動や自然資本・生物多様性に関する検討は、上記の「TCFD・TNFD 分科会」にて行われ
ている。 

また、森永製菓では、上記分科会について、2023 年度に「人権分科会」を発足させている。従来、
サステナブル経営推進部内で人権への対応を推進していたが、取り組みを進める中で、関係各部と
共に検討したり、連携を行う機会が増加したりしたことが上記分科会を発足させた理由である。 

なお、これらの取り組みを行う際には、外部の専門的な知見を持つ第三者機関からコンサルティ
ングや助言を受けており、森永製菓が外部の専門家と協力してサステナビリティに関する取り組み
を行っていることを JCR では確認した。また、本フレームワークに基づき発行された債券の適格グ
リーンプロジェクトにおいても、森永製菓の総務部のほか、設計・施工会社、コンストラクション
マネジメント会社がプロジェクトにおける専門的知見を提供していることを確認した。 

ソーシャル面では、森永製菓は「2030 経営計画」における基本方針の一つに「ダイバーシティ＆
インクルージョン」を掲げ、ダイバーシティ推進を行う部署を経営戦略部直轄とし、取り組みを強
化している。社内ではマネジメント層における研修や各職場における分科会を開催し、ダイバーシ
ティに関する風土の醸成を行っているほか、2018 年に制定した「森永製菓グループ人権方針」につ
いて 2023 年 4 月に国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、社外有識者・専門家の意見
を伺いながら、全面改訂を行っている。また、持続可能なバリューチェーンの実現に向けて、主要
原材料であるカカオ豆・パーム油・紙を 2030 年までに持続可能な原材料に切り替えるほか、サプ
ライチェーンにおける人権・労働・環境問題について、森永製菓グループとしてサプライヤーガイ
ドラインを策定しサプライヤーに周知を図るなど、マネジメントを強化している。 

JCR では、森永製菓のサステナビリティへの取り組みについて、引き続き経営陣がサステナビリ
ティに係る問題を重要度の高い優先課題として位置付けているほか、専門的知見を有する部署が、
サステナブルファイナンスの調達方針・プロセス、プロジェクトの選定に、組織として関与してい
ると評価している。 
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   レビュー結 果（結論 ） SU 1（F）  

   本フレームワークについて、前項に記載した事項を確認した結果、内容に変更がないことを確認
した。また、本フレームワークに基づき発行された債券について、レポーティングが適切に行われ
ていることを確認した。 

 

 
管理・運営・透明性評価 

m1(F) m2(F) m3(F) m4(F) m5(F) 

グ
リ
ー
ン
性
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
性
評
価 

gs1(F) SU 1(F) SU 2(F) SU 3(F) SU 4(F) SU 5(F) 

gs2(F) SU 2(F) SU 2(F) SU 3(F) SU 4(F) SU 5(F) 

gs3(F) SU 3(F) SU 3(F) SU 4(F) SU 5(F) 評価対象外 

gs4(F) SU 4(F) SU 4(F) SU 5(F) 評価対象外 評価対象外 

gs5(F) SU 5(F) SU 5(F) 評価対象外 評価対象外 評価対象外 

 

（担当）梶原 康佑・新井 真太郎 
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本評価に関する重要な説明 

 

1. JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価の前提・意義・限界 

日本格付研究所（JCR）が付与し提供する JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価は、サステナ

ビリティファイナンス・フレームワークで定められた方針を評価対象として、JCR の定義するグリーンプロジェクト

又はソーシャルプロジェクトへの適合性ならびに資金使途等にかかる管理、運営及び透明性確保の取り組みの程度

に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明です。したがって、当該方針に基づき実施される個別債券又は借入

等の資金使途の具体的な環境改善効果及び管理・運営体制・透明性評価等を行うものではなく、当該フレームワーク

に基づく個別債券又は個別借入につきグリーンファイナンス評価又はソーシャルファイナンス評価等を付与する場

合は、別途評価を行う必要があります。また、JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価は、当該フ

レームワークに基づき実施された個別債券又は借入等が環境又は社会に及ぼす改善効果を証明するものではなく、

環境改善効果・社会的便益について責任を負うものではありません。サステナビリティファイナンス・フレームワー

クにより調達される資金の環境改善効果・社会的便益について、JCR は発行体及び/又は借入人（以下、発行体と借

入人を総称して「資金調達者」という）、又は資金調達者の依頼する第三者によって定量的・定性的に測定される事

項を確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありません。なお、投資法人等で資産がすべてグリーンプ

ロジェクト及び/又はソーシャルプロジェクトに該当する場合に限り、サステナビリティエクイティについても評価

対象に含むことがあります。 

2. 本評価を実施するうえで使用した手法 

本評価を実施するうえで使用した手法は、JCR のホームページ（https://www.jcr.co.jp/）の「サステナブルファイナ

ンス・ESG」に、「JCR サステナビリティファイナンス評価手法」として掲載しています。 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 

JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価を付与し提供する行為は、JCR が関連業務として行うも

のであり、信用格付業にかかる行為とは異なります。 

4. 信用格付との関係 

本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、又は閲覧に供することを約束す

るものではありません。 

5. JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価上の第三者性 

本評価対象者と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関係等はありません。 
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■用語解説   

JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価：サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき調達される資金が JCR の定義す
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